
鳳来地区・作手地区

建築に伴う手続の流れ

新城地区

※ ※

市街化区域 市街化調整区域
準都市計画区域
（長篠地区）

都市計画区域外
（左記以外）

都市計画区域の指定はありません。

長篠及び富栄の一部に準都市計画区域が指定されています。

全域が都市計画区域に指定され、区域区分が定められています。

都 （長篠地区） （左記以外）

　開発行為の規模

3,000㎡未満
　開発行為の規模

3,000㎡以上
適用除外該当 その他

　開発行為の規模

10,000㎡未満
開発行為該当

1,000㎡以上
　開発行為の規模 　開発行為の規模

10,000㎡以上

都
市
計
画
法
に
基

　開発行為の規模

1,000㎡未満

開発許可
（法29条）

手続不要 手続不要 手続不要
開発許可
（法29条）

60条証明
（規則60条）

開発許可
（法29条）

建築許可
（法43条）

開発許可
（法29条）

基
づ
く
手
続

1～3号建築物 左記以外

建
築
基
準
法
に

建築確認（法6条）
工事届

（法15条）

に
基
づ
く
手
続

※

※ 市街化調整区域以外において、開発行為をしない場合は、都市計画法に基づく手続は必要ありません。

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。（都市計画法第4条第12項）


